
この度のご不幸に際し、心よりお悔やみ申し上げます 日高市役所

下記に該当する場合には手続が必要です。くわしくは、各担当へお問い合わせください。 電話042-989-2111(代）
※　チェック欄（☑）は、必要な手続きを確認するために印（しるし）を付ける記入欄です。

☑

□ 世帯主が亡くなったとき ★世帯主の変更を２週間以内に届け出てください。

□ 印鑑登録をしている方 ★印鑑登録証（カード）を返却してください。

□ 住民基本台帳カードをお持ちの方 ★住民基本台帳カードを返却してください。

★資格喪失と葬祭費の申請の手続きをしてください。

★加入者 … 手続き等は担当にお問い合わせください。

★受給者 … 所沢年金事務所(04-2998-0170)にお問い合わせください。

★資格喪失と葬祭費の申請の手続きをしてください。

★受給者証をお持ちのうえ、手続きをしてください。
※　詳しくはお問い合わせください。
★手続きをしてください。
※　詳しくはお問い合わせください。
★証書をお持ちのうえ、手続きをしてください。
※　詳しくはお問い合わせください。
★証書をお持ちのうえ、手続きをしてください。
※　詳しくはお問い合わせください。

□ 市税について ★印鑑をお持ちのうえ、相続人代表者指定届出の手続きをしてください。

□ 農地を所有されている方 ★農地を相続した時は、届出が必要です。 ３階

★水道の使用者が亡くなったときは手続きが必要です。

その他の手続き

★自動車検査証の廃車、名義変更の手続きをしてください。
詳しくは、軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所（050-3816-3111）まで

詳しくは、埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所（050-5540-2029）まで

□ 土地や建物の所有者が亡くなっ
たとき

★相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、埼玉地方法務局飯能出張所（042-972-2580）まで

2021. 4. 1 作成

学童保育室に入室（予定）して
いる児童のいる世帯
身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳の交
付を受けている方
自立支援医療（精神通院）を受
給している方

★所有者のお名前を変更しますので、担当にて手続きをしてください。

★身体障がい者手帳もしくは療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、自
立支援医療受給者証（精神通院）及び印鑑をお持ちください。
　手当等を受けている方は、相続人の振込先の預金口座番号の控えをお
持ちください。

□

□

児童扶養手当を受けている方

特別児童扶養手当を受けている
方

□

手　　続　　き　　持　　ち　　物　　等

　マイナンバーカード又は通知カード及び写真付きの身分証明書、保険
証、来庁者の身分証明書、会葬礼状（又は葬儀の領収書）、喪主名義の
預金口座番号の控えをお持ちください。

重度心身障がい者医療費の支給
を受けている方

★受給者証、来庁者の身分証明書、預金口座番号の控えをお持ちくださ
い。

　保険証、来庁者の身分証明書、印鑑、会葬礼状（又は葬儀の領収
書）、喪主名義の預金口座番号の控えをお持ちください。

★資格喪失の手続きをしてください。
　（介護保険被保険者証をお返しください。）

国民健康保険に加入している方

★軽自動車届出済証または自動車検査証の廃車、名義変更の手続きをし
てください。

高齢者福祉サービスを利用して
いる方（ねたきり老人介護手当
受給者を含む）

★受給資格証をお持ちのうえ、手続きをしてください。
※　詳しくはお問い合わせください。

ひとり親家庭等医療費の支給を
受けている方

未就学児で幼稚園および保育施
設を利用（予定）している児童
のいる世帯

★長寿いきがい課窓口にお寄りください。

お問い合わせは、日高市上下水道料金センター（委託会社　電話　042-
984-1871）まで

★担当課窓口にて手続きをしてください。

★担当課窓口にて手続きをしてください。

★廃車または名義変更を行いますので、標識（ナンバープレート）と印
鑑及び本人確認できるもの（運転免許証等）をお持ちください。

□

□

□

□

□

□

□

□

□

子育て応援課
保育担当

市役所での窓口

□

□

②番１階

１階 ③番

④番１階

⑤番１階

１階 ⑤番

障がい福祉課
障がい福祉担当
支援推進担当

⑥番１階

⑦番１階

⑧番

保険年金課
国民健康保険担当

市民課
市民担当

保険年金課
国民年金・医療費担
当

長寿いきがい課
介護保険担当

長寿いきがい課
高齢者支援担当

子育て応援課
子育て応援担当

税務課
市民税担当
資産税担当

農業委員会事務局

産業振興課
農政担当

環境課
生活環境担当

犬を飼っている方

⑫番１階

★山林を相続した時は、届出が必要です。山林を所有されている方

原動機付自転車（１２５cc以
下）、小型特殊自動車をお持ち
の方

□
二輪車をお持ちの方
（１２５ｃｃ超）

軽自動車をお持ちの方

国民年金に加入している方
または受給している方

後期高齢者医療制度に加入して
いる方

65歳以上のかた
40～64歳で介護保険被保険証をお持
ちのかた

子ども医療費

児童手当を受けている方

□

□

３階

１階

３階

□

□

□

□ 水道の使用者、所有者、口座変
更の手続き

死 亡

ご 家 族 の 方 へ


